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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

           認定工場向けメールマガジン vol.15（令和 7年 12月 5日） 

             （一社）日本冷凍食品協会 品質・技術部より 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇  I N D E X  ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

１．当協会からのお知らせ 

（１）東海・北陸地区会員・認定工場協議会（令和 8年 1月 30日） 

（２）関東・甲越地区会員・認定工場協議会（令和 8年 2月 20日） 

 

２．講習会情報 

（１）内部監査・マネジメントレビュー講習会のご案内 

（２）「薬剤安全衛生管理講習 実践編」オンデマンド配信のご案内 

 

３．行政情報・関連団体情報 

（１）「食品、添加物等の規格基準の一部改正について」の一部改正について 他（消費者庁） 

（消費者庁） 

（２）食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について 

（経済産業省） 

（３）「東京都消費生活条例に基づく食品表示の見直しの考え方」に対する意見募集の結果につ

いて 

（４）「神奈川県消費生活条例第 10条に規定する事業者が遵守すべき表示基準の一部改正

(案）」に関する意見の募集について 

（５）令和７年度 外国人労働者安全衛生管理セミナー開催のご案内 

（東京都労働基準協会連合会） 

（６）『令和 7 年度輸出関連情報セミナー』 第１回食品安全規制セミナー開催のご案内 

   （食品産業センター） 

          

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

■メルマガ バックナンバーについて（会員専用ページのご案内） 

           

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

１．当協会からのお知らせ 

（１）東海・北陸地区会員・認定工場協議会 

   （一社）日本冷凍食品協会では、「広報事業」「品質・技術事業」「会員管理および各種調査事業」を柱とし

て活動を展開しており、その取り組み状況につきましては、例年 5月開催の通常総会にてご報告しておりま

す。このたび開催する協議会は、通常総会の地域版として、全国を 6地区に分け、2年に 1回の頻度で（一

財）日本食品検査との共催により実施しているものです。 

なお、今年度より、会員の皆様はもとより、認定工場の皆様にも広くご参加いただきたく、名称を「地区会

員・認定工場協議会」と改め、下記の通り開催いたします。 

今回は、協会の活動報告等に加え、環境省をお招きし、「（仮）コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の
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脱フロン・脱炭素化推進事業（補助事業）の活用」について、ご説明いただく予定です。 

協議会終了後には、意見交換の場も設けております。会員相互および主催者側との連携を一層深める貴

重な機会と存じますので、ぜひご出席賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

   ■開催日時：令和 8年 1月 30日（金）13：00～18：20 

   ■開催場所：サイプレスホテル 名古屋駅前（孔雀） 

・住所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅 2-35-24 

・TEL 052-571-2221 

■開催方法：現地会場および WEB 

■お申し込み方法  

以下の URLから当協会ホームページにアクセスいただき、内容をご確認ください。 

東海・北陸地区会員・認定工場協議会開催のご案内（令和 8 年 1 月 30 日） | 一般社団法人 日本

冷凍食品協会 

（１）Google フォーム（２）「申込書」いずれかの方法にて申し込みください。 

■令和 8年１月 23日（金）まで 

 

（２）関東・甲越地区の地区会員・認定工場協議会 

以下にて開催を予定しております。 

■開催日程：令和 8年 2月 20日（金）午後 

■開催場所：The Place of Tokyo 

      該当する地区の会員・認定工場にメールにてご連絡いたします（12月上旬頃の予定）。 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

２．講習会情報 

（１）内部監査・マネジメントレビュー講習会のご案内 

本講習会では、内部監査の目的やメリット、計画及び準備方法を理解し、モデルケース演習で“監査員の

視点”を実践的に学べる内容とし、また、意味のあるマネジメントレビューにするための目的や実施方法等を

紹介し、経営者が関わることの重要性について解説します。ぜひご参加ください。 

 

★開催日時：令和 8年 2月 13日（金） 13時 30分～16時 00分（予定）  

★テーマ： 効果的な内部監査の実施及びマネジメントレビューのポイント 

★講師： 一般財団法人日本食品検査 首都圏事業所 清水 裕介 

★開催方式 オンライン形式（Zoom ウェビナー）  

★申し込みリンク： https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tSHcnk4eR1GavDDfFfP5Ew 

 

講習内容・申し込み方法等の詳細は以下別添資料を確認いただき、申し込みをお願いいたします。  

別添資料１：内部監査・マネジメントレビュー講習会 

なお、本講習会動画は後日オンデマンド配信する予定です。  

 

 

https://www.reishokukyo.or.jp/formembers/%e6%9d%b1%e6%b5%b7%e3%83%bb%e5%8c%97%e9%99%b8%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e4%bc%9a%e5%93%a1%e3%83%bb%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e5%8d%94%e8%ad%b0%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88/
https://www.reishokukyo.or.jp/formembers/%e6%9d%b1%e6%b5%b7%e3%83%bb%e5%8c%97%e9%99%b8%e5%9c%b0%e5%8c%ba%e4%bc%9a%e5%93%a1%e3%83%bb%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e5%8d%94%e8%ad%b0%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tSHcnk4eR1GavDDfFfP5Ew
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（２）「薬剤安全衛生管理講習 実践編」オンデマンド配信のご案内 

本年 10月 29日に開催しました「薬剤安全衛生管理講習 実践編」のオンデマンド配信を継続中です。 

   講習会に参加されておらず、オンデマンド配信もまだ未視聴の方におかれましては、ぜひ視聴ください。 

   視聴登録リンクは以下の通りです。  

https://us02web.zoom.us/rec/share/JlygB4vE6wlc-

VSddo7pNhYwPCmnvJcOoQoFTEcn1mhAvChGHmGKxK41IxB9axG9.kRxpGqV02933ukb7 

視聴登録および関係資料の閲覧などについては以下の別添資料を参照ください。  

別添資料２_薬剤の安全衛生管理講習 実践編（オンデマンド配信） 

 

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

３．行政情報・関連団体情報 

（１）「食品、添加物等の規格基準の一部改正について」の一部改正について 他（消費者庁） 

消費者庁より表題の件についてのお知らせがございましたので、情報共有します。 

食品添加物に使用される器具・容器包装は、ポジティブリストの対象外であることが明確化されています。 

 

o 「食品、添加物等の規格基準の一部改正について」の一部改正について(令和 7年 10月 29日付け消食

基第 625号消費者庁次長通知) [PDF:306KB] 

o 「器具及び容器包装のポジティブリスト制度に関する Q&A」の一部改正について(令和 7年 10月 29日付

け消費者庁食品衛生基準審査課事務連絡) [PDF:1.3MB] 

o 「器具及び容器包装の試験法に関する Q&Aについて」の一部訂正について(令和 7年 10月 29日付け消

費者庁食品衛生基準審査課、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課事務連絡) [PDF:131KB] 

 

（２）食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について（経済産業省） 

表題の件、経済産業省より情報提供がありましたので、当協会ホームページにも掲載しております。 

（情報共有）食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について（経済産

業省） | 一般社団法人 日本冷凍食品協会 

～～～以下、経済産業省よりご案内（一部抜粋）～～～ 

この度、経済産業省産業保安・安全グループから、食品工場及び業務用厨房施設における 

一酸化炭素中毒事故防止に関する注意喚起の要請及び業務用厨房従業員向け安全教育動画の情報を

発信いたしました。 

つきましては、食品工場及び業務用厨房施設における一酸化炭素中毒事故防止のための資料を添付し

ますので事故防止のためにご活用ください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

（３）「東京都消費生活条例に基づく食品表示の見直しの考え方」に対する意見募集の結果について 

 東京都では、東京都消費生活条例による食品表示の見直し検討を進め、「見直しの考え方」が策定され、

調理冷凍食品の原材料配合割合表示は、現在においてその役割を終えたと考えられるため、廃止妥当と判

断されました。また、都民や事業者からの意見募集結果が、資料として公開されました。 

東京都ＨＰ関連記事 

食品安全審議会 意見募集｜「食品衛生の窓」東京都保健医療局 

https://us02web.zoom.us/rec/share/JlygB4vE6wlc-VSddo7pNhYwPCmnvJcOoQoFTEcn1mhAvChGHmGKxK41IxB9axG9.kRxpGqV02933ukb7
https://us02web.zoom.us/rec/share/JlygB4vE6wlc-VSddo7pNhYwPCmnvJcOoQoFTEcn1mhAvChGHmGKxK41IxB9axG9.kRxpGqV02933ukb7
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance/notice/assets/standards_cms101_251029_03.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance/notice/assets/standards_cms101_251029_03.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance/positive_list_new/assets/standards_cms101_251029_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance/positive_list_new/assets/standards_cms101_251029_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance/notice/assets/standards_cms101_251029_04.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance/notice/assets/standards_cms101_251029_04.pdf
https://www.reishokukyo.or.jp/government/%ef%bc%88%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%85%b1%e6%9c%89%ef%bc%89%e9%a3%9f%e5%93%81%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e5%8f%8a%e3%81%b3%e6%a5%ad%e5%8b%99%e7%94%a8%e5%8e%a8%e6%88%bf%e6%96%bd%e8%a8%ad%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%81%8a/
https://www.reishokukyo.or.jp/government/%ef%bc%88%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%85%b1%e6%9c%89%ef%bc%89%e9%a3%9f%e5%93%81%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e5%8f%8a%e3%81%b3%e6%a5%ad%e5%8b%99%e7%94%a8%e5%8e%a8%e6%88%bf%e6%96%bd%e8%a8%ad%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%81%8a/
https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/jourei/iken.html
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消費生活条例に基づく食品表示の見直しの考え方 

 「東京都消費生活条例に基づく食品表示の見直しの考え方」に対する意見募集の結果について 

 

（４）「神奈川県消費生活条例第 10条に規定する事業者が遵守すべき表示基準の一部改正(案）」に関する意見

の募集について 

神奈川県においても、調理冷凍食品の規定を見直すこととなり、改正（案）が策定されました。 

ついては、意見募集が行われています。関連する事業者様は以下ご確認お願い致します。 

神奈川県ＨＰ関連記事 

「神奈川県消費生活条例第 10 条に規定する事業者が遵守すべき表示基準の一部改正(案）」に関す

る意見の募集について - 神奈川県ホームページ 

 

（５）令和７年度 外国人労働者安全衛生管理セミナー開催のご案内（東京都労働基準協会連合会） 

表題の件、東京労働基準協会連合会（以下、東基連）より情報提供がありました。 

    ～～～以下、東基連よりご案内（一部抜粋）～～～ 

外国人雇用事業所及び外国人労働者の増加に伴い外国人の労働災害が増加しており、全労働者と比較

して外国人労働者の災害発生率が高くなっています。外国人労働者については、作業に応じた一般的な労

働災害防止対策に加え、日本語の理解が不十分であることやコミュニケーション不足により、職場の「危険」

の伝達・理解が不足していること等の特性があることから、外国人労働者がその内容を確実に理解できる方

法による労働安全衛生教育の実施等が求められます。 

そこで、外国人労働者を雇用する事業場を対象に、外国人労働者の安全衛生管理のポイントを解説する

セミナーを開催します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

   申し込み方法等詳細は以下サイトから確認お願い致します。 

公益社団法人東京労働基準協会連合会：セミナー・大会：外国人労働者安全衛生管理セミナー 

また、 厚生労働省のホームページにて外国人労働者の労働災害防止のための表示に関する（イラスト、注

意喚起文）（食料品製造業等向け）が公開されていますので、必要に応じてご活用ください。 

厚生労働省ＨＰ関連記事 

外国人労働者の労働災害防止のための表示（イラスト、注意喚起文）｜厚生労働省 

 

（６）『令和 7年度輸出関連情報セミナー』 第１回食品安全規制セミナー開催のご案内（食品産業センター） 

    表題の件、農水省の補助事業の一環として、食品産業センターにて開催する輸出関係セミナーについて情

報提供がありましたので以下の通りお知らせします。 

    ～～～以下、案内（一部抜粋）～～～ 

    食品産業センターは、農林水産省の補助事業の一環として『令和７年度輸出関連情報セミナー』を開催致し

ます。 

このセミナーは全 5回開催で、日本の食品輸出に障壁となりうる分野に関してテーマごとに専門家をお招

きして解説致します。 

第 1回は食品安全をテーマに食品安全マネジメント認証、HACCP＋αについてです。 

   

【セミナースケジュール】 

https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/jourei/files/iken/r7shingikaipb_02hyouji.pdf
https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/jourei/2025/files/bukai3/shiryou4.pdf
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/pub/c1834790.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/pub/c1834790.html
https://www.toukiren.or.jp/seminar_39.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714_00006.html
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◇第１回 食品安全規制セミナー    2025年 12 月 19日（金）13：30～16：00 

第２回 食品表示作成セミナー    2025年 12月 24日（水）13：30～16：00 

第３回 食品添加物規制セミナー   2026年１月９日（月）13：30～16：00 

第４回 輸出プロセスセミナー    2026年１月 30日（金）13：30～16：00 

第５回 食品容器・包装規制セミナー 2026年２月６日（金）13：30～17：00 

 

【セミナー概要】 

詳細は当センターHPをご確認ください。 

セミナー・イベント | 食品産業センター 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

       

◇------------------------------------------------------------------------------------◇ 

 

■会員専用ページについて（メルマガ バックナンバー閲覧可能） 

協会 HPの会員専用ページから、メルマガのバックナンバーをご覧いただけます。 

（ログインには添付の ID（ユーザー名）とパスワードが必要になります） 

認定工場メルマガ バックナンバー (reishokukyo.or.jp) 

別添資料３_ホームページ『会員専用ページ』ＩＤ・パスワード通知（2024.11.01） 

 

 

 

 

【お問合せ先】品質・技術部  電話 ：03-3541-3003  Email：jffa@reishokukyo.or.jp 

https://www.shokusan.or.jp/event/8962/
https://member.reishokukyo.or.jp/e-magazine/
mailto:jffa@reishokukyo.or.jp

